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空気清浄機の「ＰＭ２．５」に関する性能等の表示について、 

家電公取協が会員に要請 

 

 

 公益社団法人 全国家庭電気製品公正取引協議会（略称：家電公取協、中鉢良治会長）は、

去る３月１日、空気清浄機の微小粒子状物質（ＰＭ２．５）に関する性能等の表示について、

会員企業・団体に対し要請を行いました。 

 

中国から飛来するとされる微小粒子状物質（ＰＭ２．５）の健康影響への懸念については、

新聞等マスコミでも大きく報道されており、政府におきましても、この問題に関して「微小粒

子状物質（ＰＭ２．５）に関する関係省庁連絡会議」を設置し取組みが開始されております。 

このような中、国内で販売されている空気清浄機の性能において、いわゆるＰＭ２．５と呼

ばれる微小粒子状物質の集塵・除去が可能かどうかについて、消費者の関心が高まっておりま

す。 

 

 こうした関心の高まりを背景に、今般、当協議会では、経済産業省からの要請により、消費

者の商品選択に必要な情報を適切に提供する観点から、空気清浄機のＰＭ２．５の集塵・除去

に関する性能の表示等の在り方に関して、一般社団法人日本電機工業会（ＪＥＭＡ）等と協力

し調査検討を進め、【別紙】記載のとおり留意事項を取りまとめ、３月１日に会員に対し要請

いたしました。 

 

以上 

 

              （この報道資料に関するお問い合わせ先） 

公益社団法人 全国家庭電気製品公正取引協議会 

 ＴＥＬ ０３（３５９１）６０２３ 

担当：樋口、村松、齊藤 

 



（参考資料） 

 当協議会は、消費者庁及び公正取引委員会から認定された３つの公正競争規約

（製造業表示規約、製品業景品規約、小売業表示規約）を運用しており、会員は

家電メーカー２４社と関係９団体（以上が製造業部会）、全国電機商業組合連合会

傘下の４６組合と大型量販店など１３社の個別加入法人（以上が小売業部会）で

構成されています。公正競争規約の運用を通じて、消費者の皆様の自主的かつ合

理的な商品選択による『消費者利益の確保』及び事業者間の『公正な競争の確保』

を目的に諸活動を進めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別紙） 

空気清浄機の微小粒子状物質（ＰＭ２．５）に関する 

性能等の表示における留意事項について 

    

１１１１    法令及法令及法令及法令及びびびび表示表示表示表示規約規約規約規約のののの遵守遵守遵守遵守    

  空気清浄機の微小粒子状物質（ＰＭ２．５）に関する性能等の表示に当たっては、景

品表示法等関係法令並びに製造業及び小売業の各表示規約の規定を遵守の上、ま

た、次の諸点に留意し、適切な表示に努めることとする。 

 

    

２２２２    ＰＭＰＭＰＭＰＭ２２２２．．．．５５５５にににに関関関関するするするする性能等性能等性能等性能等についてについてについてについて訴求訴求訴求訴求するするするする場合場合場合場合のののの留意事項留意事項留意事項留意事項    

空気清浄機の性能等を表示する際に、微小粒子状物質（ＰＭ２．５）の除去性能等に 

ついて訴求する場合には、次のとおりとする。 

 

(1) 空気清浄機の実機の性能試験をもとに、ＰＭ２．５の除去性能等を訴求する場合 

空気清浄機の実機の性能試験をもとに、ＰＭ２．５の除去性能等についてカタロ 

グ・ＰＯＰ広告等で訴求する場合には、「０．３μｍ未満の粒子については、除去の 

確認ができていない」旨及び「ＰＭ２．５とは、２．５μｍ以下の微小粒子状物質を指 

す」旨の注書きを、主たる訴求事項に近接して、かつ、明瞭に記載すること。 

 

（表示例） 

「ＰＭ２．５」への対応（※１、※２）  

０．３μｍ～２．５μｍサイズ粒子を○○％以上キャッチ 

※１ この空気清浄機では０．３μm 未満の微小粒子状物質については、 

除去の確認ができていません。また、空気中の有害物質のすべてを 

除去できるものではありません。 

※２ PM2.5 とは 2.5μm 以下の微小粒子状物質の総称です。 

 

(2) 空気清浄機に使用されているフィルターの性能試験をもとに、ＰＭ２．５の除去性 

能等を訴求する場合 

空気清浄機に使用されているフィルターの性能試験をもとに、ＰＭ２．５の除去性 

能等について、カタログ・ＰＯＰ広告等で訴求する場合には、当該訴求が「フィルタ 

ーの性能である」旨明示するとともに、「０．３μｍ未満の粒子については、除去の 

確認ができていない」旨、「フィルターの性能試験によるものである」旨及び「ＰＭ 

２．５とは、２．５μｍ以下の微小粒子状物質を指す」旨の注書きを、主たる訴求事 

項に近接して、かつ、明瞭に記載すること。 



 

 

（表示例） 

 ○○フィルターで「ＰＭ２．５」への対応（※１、※２、※３） 

０．３μｍ粒子を○○％以上キャッチ 

※１ 上記数値は、フィルターの性能試験に基づく性能であり、実機の 

性能とは異なります。 

※２ このフィルターでは０．３μｍ未満の微小粒子状物質については、 

除去の確認ができていません。また、空気中の有害物質のすべてを 

除去できるものではありません。 

※３ ＰＭ２．５とは２．５μｍ以下の微小粒子状物質の総称です。 

 

 

(3) なお、適切な性能試験等によりＰＭ２．５の除去性能等について実証ができる場合 

には、その結果や数値を用いて、上記(1)又は（２）と異なる表示をすることを妨げるも

のではない。 

 

 


